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事　業　名 実　施　日　時　な　ど 対　象　者　な　ど

乳幼児健康相談 ４月16日㈮ 受付：13時～14時

4か月児健康診査 ４月23日㈮ 受付：13時～13時45分 平成21年12月生まれ

10か月児健康診査 ４月22日㈭ 受付：13時～13時45分 平成21年6月生まれ

１歳６か月児健康診査 ５月11日㈫ 受付：13時～13時45分 平成20年10月生まれ

３歳児健康診査 ５月10日㈪ 受付：13時～13時45分 平成19年1月生まれ

成人健康相談　※予約不要 ４月16日㈮ 受付：10時～11時 原則64歳までの市内在住者

ポリオ予防接種
※対象児以外は要予約

４月19日㈪ 受付：13時～13時45分 平成21年７月～９月生まれ

４月20日㈫ 受付：13時～13時45分 平成21年１月～３月生まれ

肺がん・結核検診（集団）
【要予約】
（４月21日㈬～5月10日㈪）

５月18日㈫
受付：９時～9時40分、10時̃10
時40分、13時̃13時40分、14時
～14時40分

40歳以上の方
※妊娠中の方は受けられません

ママ・パパ教室（鷲宮１コース）
【要予約】
（５月７日㈮まで）

５月13日㈭、19日㈬、26日㈬、29日㈯
初めてお産をされる方、出産予定日が
７月～９月の方
（定員：20人）

離乳食のすすめ方教室
【要予約】
（５月21日㈮まで）

５月25日㈫ 10時～11時30分
５か月～７か月児の保護者
（定員：15人）

●鷲宮保健センターの保健事業（☎58-8521／FAX59-2441）

麻しん風しん混合予防接種

中学１年生、高校３年生も追加

　平成20年４月１日からの５年

間、麻しん風しんの定期の予防接種

対象が第３期（中学１年生相当）、

第４期（高校３年生相当）まで拡大

されました。対象年度に限り無料で

接種できます。

第１期：生後12か月～24か月まで

第２期：５歳以上７歳未満で小学校

入学前の１年間

第３期：中学１年生相当

第４期：高校３年生相当

※第１期対象者には10か月児健診

時に通知します。第２期・３期・４

期の対象者には個別通知します。届

いていない方はご連絡ください。

問合せ　お住まいの区域の保健セン

ターへ。

小児慢性特定疾患医療給付の

継続申請の受付を開始します

受付期間　４月30日㈮～６月15日

㈫※土・日・祝日は除く

場所　幸手保健所（幸手市中１の

16の４）

対象　現在受給者証をお持ちで引続

き治療が必要な20歳未満の方

持ち物　申請書、医療意見書、生計

中心者の所得税関係証明書など

問合せ　幸手保健所

　　　☎42・1101

３月23日（火）以前に

母子健康手帳の交付を受けた方へ

○Ｂ群溶血性連鎖球菌検査

　市内在住の妊婦の方のB群溶血性

連鎖球菌検査について、あらたに公

費負担を行います。

　３月23日㈫以前に母子健康手帳

の交付を受けた妊婦の方に、Ｂ群溶

血性連鎖球菌検査受診票（１回分）

を郵送します。

○妊婦超音波検査受診票

　１市３町の合併に伴い、旧菖蒲

町・栗橋町・鷲宮町にお住まいの妊

婦の方で、３月23日㈫以前に母子

健康手帳の交付を受けた方に、追加

で妊婦超音波検査受診票（３回分）

を郵送します。受診票が届かない場

合や、不明な点がある場合は、お問

い合わせください。

問合せ　お住まいの区域の保健セン

ターへ。

第２期二種混合予防接種

（個別接種）

　二種混合（ジフテリア・破傷風）

の予防接種を委託医療機関で実施し

ています。

対象　小学校６年生（平成10年４月

２日～11年４月１日生まれ）

※対象の方には個別通知していま

す。転入等で届いていない場合は各

保健センターにご連絡ください。

期間　平成23年３月31日まで

費用　無料

問合せ　お住まいの区域の保健セン

ターへ。

個別のがん検診等が始まります

　がん検診等の個別検診を５月１日

から市の委託医療機関で開始しま

す。

検診の種類と対象

・大腸がん検診：平成22年度末時

点で40歳以上の方

・子宮がん検診：平成22年度末

時点で20歳以上の偶数年齢の女

性、または平成21年度に受診し

ていない方

・前立腺がん検診：平成22年度末

時点で50歳以上の男性

・肝炎ウイルス検診：平成22年度

末時点で40歳の方

費用　検診ごとに費用が異なりま

す。

※費用免除の場合もあります。

受診方法　委託医療機関に直接予約

の上、受診してください。

その他　費用免除の対象者、委託医

療機関については、広報くき４月１

日号と一緒に全戸配布する「保健事

業日程表」で確認してください。

問合せ　お住まいの区域の保健セン

ターへ。


